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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
身
体
障
害
者
の
施
設
等
の
利
用
の
更
な
る
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
障
害
者

雇
用
事
業
主
に
そ
の
事
業
所
又
は
事
務
所
に
勤
務
す
る
身
体
障
害
者
の
当
該
事
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
身
体
障
害
者
補
助

犬
の
使
用
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
が
施
設
等
に
お
け
る
身
体
障
害
者
に
よ
る
身
体
障

害
者
補
助
犬
の
同
伴
又
は
使
用
に
関
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
こ
と
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

第
一

事
業
所
又
は
事
務
所
に
お
け
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
使
用
の
受
入
れ
の
義
務
化

一

政
令
で
定
め
る
数
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
主
等
（
国
等
を
除
く
。
以
下
「
障
害
者
雇
用
事
業
主
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
事
業
所
又
は
事
務
所
に
勤
務
す
る
身
体
障
害
者
が
当
該
事
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
身
体
障
害
者
補
助
犬
を

使
用
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
使
用
に
よ
り
事
業
主
等
の
事
業
の
遂
行
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

一
の
政
令
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
一
人
以
上
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
を
雇
用
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す
る
義
務
を
負
う
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
を
勘
案
し
て
定
め
る
。

三

障
害
者
雇
用
事
業
主
以
外
の
事
業
主
（
国
等
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
業
所
又
は
事
務
所
に
勤
務
す
る
身
体
障
害
者
が

当
該
事
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
使
用
す
る
こ
と
を
拒
ま
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二

苦
情
の
申
出
等

一

身
体
障
害
者
又
は
施
設
等
（
国
等
が
管
理
す
る
施
設
、
公
共
交
通
事
業
者
等
が
管
理
す
る
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
、
不

特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
、
事
業
所
及
び
事
務
所
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
施

設
等
の
所
在
地
（
公
共
交
通
事
業
者
等
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
車
両
等
に
あ
っ
て
は
、
当

該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
施
設
等
に
お
け
る
当
該
身
体

障
害
者
に
よ
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
の
同
伴
又
は
使
用
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

都
道
府
県
知
事
は
、
一
の
苦
情
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
苦
情
に
係
る
身
体

障
害
者
又
は
施
設
等
を
管
理
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、
指
導
等
を
行
う
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
行
政
機
関

の
紹
介
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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三

都
道
府
県
知
事
は
、
一
の
苦
情
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
苦
情
を
適
切
に
処
理
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
若
し
く
は
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
訓
練
事
業
者
若
し
く
は
指
定
法
人
に
対

し
、
必
要
な
資
料
の
送
付
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
は
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


